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2025 年３月 14 日 

各 位 

 

会 社 名 株式会社ティムス 

代表者名 代表取締役社長 若林 拓朗 

 （コード番号：4891 東証グロース市場） 

問合せ先 取締役 伊藤 剛 

 （TEL. 042-307-7480） 

 

第三者割当てによる第 10回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び 

第三者割当契約の締結に関するお知らせ 

 

当社は、2025 年３月 14 日開催の取締役会において、第 10 回新株予約権（以下「本新株予約権」と

いいます。）を発行すること、及び金融商品取引法による届出の効力発生を条件として、グロース・キ

ャピタル株式会社（以下「割当予定先」といいます。）との間で、本新株予約権に係る第三者割当契約

（以下「本第三者割当契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

１．募集の概要 

（１） 割 当 日 2025 年３月 31 日 

（２） 発行新株予約権数 80,000 個 

（３） 発 行 価 額 総額 1,360,000 円 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

潜在株式数：8,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株） 

本新株予約権について上限行使価額はありません。 

本新株予約権の下限行使価額は 100 円ですが、下限行使価額におい

ても、潜在株式数は 8,000,000 株です。 

（５） 資 金 調 達 の 額 1,521,360,000 円（差引手取概算額） 

（６） 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額：192 円 

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日

の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）

における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」といいます。）

の 96％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、小数第２

位を切り上げる。）に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正

後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正

後の行使価額とします。 

（７） 募集又は割当方法 第三者割当ての方法によります。 

（８） 行 使 期 間 2025 年３月 31 日から 2028年３月 31 日 

（９） 割 当 予 定 先 グロース・キャピタル株式会社 

（10） そ の 他 

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効

力発生を条件として、本第三者割当契約を締結する予定です。本

第三者割当契約において、以下の内容が定められる予定です。詳

細は、「３．資金調達方法の概要及び選択理由 （１）資金調達方

法の概要」に記載しております。 

・ 当社が、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第

１項及び同施行規則第 436 条第１項から第５項までの定め並び

に日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関す
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る規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること

（当該行使制限措置の詳細は「７．割当予定先の選定理由等 

（３）割当予定先の保有方針及び行使制限措置」に記載してお

ります。） 

・ 本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要であるこ

と 

上記のほか、本第三者割当契約においては、「３．資金調達方法の概

要及び選択理由（１）資金調達方法の概要」に記載する行使コミッ

ト条項及び「７．割当予定先の選定理由等（６）ロックアップ」に

記載する本新株予約権に関するロックアップに係る条項が定めら

れる予定です。 

また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出

の効力発生を条件として、覚書（以下「本覚書」といいます。）を締

結する予定です。本覚書において、「３．資金調達方法の概要及び選

択理由（１）資金調達方法の概要」に記載の行使停止要請に係る条

項等が定められる予定です。 

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新

株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約

権が行使されたと仮定した場合の金額であります。本新株予約権の行使価額が修正又は調整さ

れた場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が

行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少し

ます。 

 

２．募集の目的及び理由 

（当社の事業及び開発パイプラインの概要） 

当社は、「飽くなき探求心と挑戦で、世界を変えるクスリを創る」との理念のもと、アカデミア等

の研究機関等の研究開発成果を基盤とした医薬品候補物質の研究開発を行い、グローバルの医薬品市

場に展開することを主要な事業内容とした、創薬型バイオベンチャー企業です。当社の基本的な事業

モデルは、医薬品開発における研究段階から早期臨床段階までを当社が行い、後期臨床段階からは国

内外の製薬会社と提携して開発製造販売権を付与し、提携先製薬会社から開発一時金（マイルストー

ン）及びロイヤリティ収入等を得るものです。疾患分野によっては、当社が後期臨床段階及び承認取

得、さらには販売まで手掛けることも視野に入れています。 

当社はこれまで、ヒトが体内に有する酵素の一つである可溶性エポキシドハイドロラーゼ（sEH）

を標的とした医薬品候補物質である SMTP 化合物の研究開発を進めてきました。sEH を阻害することで

「抗炎症作用」が得られることが分かっており、現在、当社では複数の炎症性疾患を対象として sEH

阻害剤の開発を進めています。 

当社のリードパイプラインである TMS-007 は、急性期脳梗塞を適応症として開発が進められている

SMTP 化合物です。当社は、TMS-007 について前期第Ⅱ相臨床試験までの開発を行った後に、他の SMTP

化合物ファミリーとともに導出しており、先般、Corxel Pharmaceuticals Hong Kong Limited（旧 Ji 

Xing Pharmaceuticals Hong Kong Limited。以下「CORXEL」といいます。）を主体として、グローバ

ルでの第Ⅱ相／第Ⅲ相臨床試験が開始されました。 

TMS-007 は、プラスミノーゲンの立体構造変化を介した血栓溶解による血流再建と、sEH 阻害を機

序とする抗炎症作用に基づく虚血再灌流障害の抑制というメカニズムを併せ持っており、単剤で「血

流再建」と「虚血再灌流障害抑制」の双方の治療戦略に対応する薬剤候補です。そのため、t-PA 等の

薬剤及び薬剤候補物質に対する優位性があると考えられます。 
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当社が日本国内で実施した前期第Ⅱ相臨床試験において、TMS-007 は良好な結果を収めておりま

す。現在、急性期脳梗塞治療薬として認可されている唯一の血栓溶解剤 t-PA には、頭蓋内出血を助

長する副作用のリスクがあることが知られております。この副作用リスクを軽減するため、t-PA の使

用は原則として発症後 4.5 時間以内に制限されています。これに対して、出血リスクが低いと想定さ

れる TMS-007 の前期第Ⅱ相臨床試験においては、発症後 12 時間まで（TMS-007 群の平均 9.5 時間）被

験者を組み入れました。その結果、プラセボ群では米国国立衛生研究所脳卒中スケール（NIHSS）４

以上の悪化を伴う症候性頭蓋内出血の発生頻度が 2.6％（1/38）であったのに対して、TMS-007 群で

は０％（0/52）であり、TMS-007 の安全性が示されました。また有効性においても、生活自立度を評

価するモディファイド・ランキン・スケール（mRS）のスコアのゼロ（全く症候がない）又は１（症

候はあっても明らかな障害はない）への転帰率において、TMS-007 は統計的な有意差を伴う有効性を

示し、急性期脳梗塞のゴールド・スタンダード・エンドポイントを達成しております。 

開始された第Ⅱ相／第Ⅲ相臨床試験は、CORXEL が主体となって実施するグローバル臨床試験であ

り、発症後 4.5 から 24 時間までの脳梗塞患者を対象としています。当社は TMS-007 の日本における

独占的な事業化の権利を有し、日本のパートナーとしてこの臨床試験に参加する手続きを進めており

ます。手続きが整い次第、当社は日本における臨床試験を開始し、その費用を負担いたします。な

お、この TMS-007 のグローバル試験の中で当社が日本で行う臨床試験の費用については、CORXEL との

契約に基づき 75％が同社により補填されることとなっております（上限 1,000 万ドル）。 

TMS-008 は、血栓溶解作用をほとんど持たず、sEH 阻害による抗炎症作用を有する SMTP 化合物で

す。当社は、CORXEL より TMS-008 における特定の適応に関して、全世界における独占的な開発製造販

売権の許諾を得ています。炎症性疾患を標的として広範な適応症が期待できると考えられ、2024 年

12 月 10 日付「急性腎障害を対象疾患とした TMS-008 の第Ｉ相単回投与用量漸増試験における全被験

者への投与完了のお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社は急性腎障害を適応症として TMS-008

の第Ⅰ相臨床試験を実施し、2024 年 12 月に全ての被験者様への投与を完了しております。現在、当

該試験データの解析を進めており、安全性、忍容性、薬物動態等を確認した上で、次相開発の方針を

決定いたします。また、当社は、TMS-008 のがん悪液質及びその他の炎症性疾患への適応について

も、検討を行っております。 

2024 年２月 26 日付「JX09に関するライセンス契約締結のお知らせ」で公表いたしましたとおり、

もう１つの臨床パイプラインである JX09 は、アルドステロン合成酵素の阻害活性を持つ低分子化合

物であり、当社は、CORXELより日本における独占的な開発販売権を許諾されています。JX09 は、そ

のアルドステロン合成酵素の阻害活性により、治療抵抗性又はコントロール不良の高血圧治療薬とし

ての可能性が期待されています。現在、CORXEL がオーストラリアにおいて第Ⅰ相臨床試験を進めてお

り、当社は、CORXEL によるグローバル開発の進捗に応じ、適切な時期に日本における開発に取り組む

方針です。なお、この JX09 のグローバル開発の一環として当社が日本で行う開発の費用について

は、CORXEL との契約に基づき 75％が同社により補填されることとなっております（上限 500 万ド

ル。補填の具体的な方法は協議により個別に決定いたします。）。 

その他、当社は、社内プログラム及び社外プログラムの２つの軸において、パイプラインの拡充を

図るための研究開発活動を推進しております。社内プログラムにおいては、当社がこれまで SMTP 化

合物の研究開発によって培った sEH 阻害に関する知識と経験を活かし、AI を活用した化合物生成によ

る創薬の最適化や天然物ライブラリーのスクリーニングを含む複数のアプローチを活用した、新たな

sEH 阻害剤の候補となる化合物の探索を含む基礎研究に取り組んでおります。社外プログラムにおい

ては、日本のアカデミアを中心とする外部の研究機関における研究成果の評価・導入検討を推進し、

2024 年７月３日付「脊髄損傷に対する新規治療薬候補の導入における北海道大学との独占的実施許諾

契約締結に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年７月には、脊髄損傷を適応症とする

前臨床段階のシーズを北海道大学から導入し、TMS-010 としてパイプラインに追加しました。脊髄損

傷は、運動麻痺・感覚麻痺・排尿排便障害などに至ることがある重篤な疾患ですが、未だ効果的な薬

剤がない状況にあります。TMS-010 は、血液脳脊髄関門（BBSCB：Blood-brain spinal cord 
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barrier）の破綻を防ぐことで、脊髄の二次損傷を抑制する神経保護作用が期待できます。当社は、

GLP 試験等必要な非臨床試験に向けて GMP レベルの製剤の開発を進めております。 

 

（新たな資金調達の目的） 

当社は 2024 年 11 月末現在で 2,803 百万円の現金及び預金を保有しておりますが、当社が保有する

パイプラインはいずれも先行投資の段階にあります。2025 年２月期第３四半期累計期間の最終損失は

682 百万円となっており、臨床開発段階のパイプラインの増加及び開発の進展に伴い、資金需要は増

加する傾向が予想されます。 

当社はこれまで、日本の大学で創出されたシーズについて、研究段階・前臨床段階・臨床試験段階

と開発を進め、ヒト POC 取得まで至ることができました。またその過程でグローバルに展開する海外

製薬会社との提携を実現した実績を有しています。当社では、このような実績・経験を活かして、①

SMTP 化合物、特に急性期脳梗塞患者を対象とした臨床試験で良好な成績を収め、後期臨床開発段階に

ある TMS-007 を中心に、急性腎障害等を対象疾患として開発を進める TMS-008、CORXEL から日本国内

における事業化の権利を獲得した JX09 を加えた、臨床開発段階にある各パイプラインを基盤として

事業の基礎固めを行い、②日本を中心としたアカデミアの創薬シーズを積極的に導入してパイプライ

ンを拡充し、グローバルの医薬品市場への展開を図り、日本のアカデミアにおける科学的ブレイクス

ルーとグローバル医薬品産業の橋渡しを行うことで、今後の成長を実現していくこと、を成長戦略と

して描いています。足許では、上記のとおり、臨床段階のパイプラインの開発を進めるとともに、新

たな sEH 阻害剤の探索研究を含む基礎研究や、外部の研究機関における研究成果の評価・導入を通じ

てパイプラインの拡充を通じて、中長期的な企業価値の向上を図っております。 

そのような中で、当社パイプラインの中で最も開発段階が進んでいるプログラムである TMS-007 に

ついては、2025 年２月に、CORXEL が第Ⅱ相／第Ⅲ相のグローバル臨床試験開始を公表し、2025 年２

月 20 日には、中国における治験申請が承認されました。当社は日本におけるパートナーとして当該

臨床試験に参画する予定です。当社は、当該臨床試験における日本での費用について、CORXEL から、

1,000 万ドルを上限として 75％の費用補填を受けることになっており、出費を最低限に抑えられると

考えておりますが、臨床試験の費用は様々な状況により変動するケースも多く見られます。このため

TMS-007 の臨床試験の遂行に万全を期し、既存株主の利益に十分に配慮した資金調達を行い財務基盤

を安定させることが、当社株主の中長期的な利益に適うものであると判断し、今回の新株予約権の発

行を決定いたしました。当社は、2024 年 11 月末現在で 2,803 百万円の現金及び預金を保有しており

ますが、臨床開発段階のパイプラインの増加及び開発の進展に伴う資金需要の増加が予想されます。

TMS-007 の第Ⅱ相／第Ⅲ相臨床試験を進める他、TMS-008 は第Ⅰ相臨床試験のデータを確認した上

で、今後、次相開発の方針を決定して開発を進めていく方針であり、JX09 は CORXEL が進めているグ

ローバル開発の進捗に応じ、適切な時期に日本における開発に取り組む方針です。加えて、2024 年７

月に導入し前臨床段階にある TMS-010 の開発の他、探索研究の中から有望な候補化合物が取得されて

おり、外部の研究機関における研究成果の評価・導入検討も含めた前臨床段階の研究開発活動にも積

極的に取り組んでいく方針です。一方で、当社は現在 TMS-007 に関する CORXEL との契約に基づく収

益のほかに確定した収益源を有しておらず、当面は期間損益のマイナス傾向が継続し、従来の調達資

金では事業資金を充分に賄えない状況となる可能性が想定されます。医薬品の研究開発という不確実

性の高い事業を行う当社において、調達の遅れは事業の継続可能性の懸念を引き起こしかねず、開発

の推進に深刻な影響をもたらす可能性があります。そのため、早い段階で開発資金を確保して財務を

安定させることは重要な課題であり、今後 TMS-007 の日本における臨床試験を開始するにあたり、第

Ⅱ相臨床試験の実施期間に加え第Ⅲ相臨床試験の一部をカバーする可能性がある 2027 年までの事業

資金を確保することで財務基盤を安定させ、当該臨床試験の遂行をより確実なものとすることが、当

社の中長期的な企業価値を向上させ、既存株主の皆様の利益に資するものであると判断しておりま

す。なお、今回の調達資金の具体的使途及び支出予定時期につきましては下記「４．調達する資金の

額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載しております。 
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３．資金調達方法の概要及び選択理由 

（１）資金調達方法の概要 

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し、行使可能期間を３年間とする行使価額修正条項付新

株予約権（行使価額修正条項の内容は、別添の本新株予約権の発行要項第 10 項に記載されています。）

を第三者割当ての方法によって割り当て、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本

が増加する仕組みとなっております。 

また、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、本第

三者割当契約及び本覚書を締結いたします。本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本覚書

には、以下の内容が規定される予定です。 

① 行使コミット条項 

＜コミット条項＞ 

割当予定先は、本第三者割当契約において、原則として 2025 年４月１日から 2027 年３月

31 日までの期間（以下「全部コミット期間」といいます。）に、割当予定先が保有する本新株

予約権の全てを行使することを約します。 

かかる全部コミットメントが存在することで、当社は本件による資金調達の確実性を高め

ることができます。 

また、全部コミット期間中のいずれかの取引日において、①東京証券取引所の発表する当社

普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の 110％以下となった場合、②

当社普通株式が東京証券取引所により監理銘柄若しくは整理銘柄に指定されている場合（指

定された期間に係る日数分、全部コミット期間を延長します。）、③東京証券取引所において当

社普通株式の普通取引が終日行われなかった場合（東京証券取引所において取引約定が全く

ない場合）、又は④上記①から③のほか、割当予定先に起因する場合を除き、本新株予約権の

行使ができない場合（本覚書に基づく行使停止条項による場合は行使停止要請通知で指定さ

れた期間に係る日数分、全部コミット期間を延長します。）（以下、上記①から④の事象を総称

して、「コミット期間延長事由」といいます。）には、コミット期間延長事由が１回発生する毎

に、全部コミット期間は１取引日ずつ延長されます（但し、かかる延長は合計 40 回（40 取引

日）を上限とします。）。 

なお、上記の延長は、各取引日において生じたコミット期間延長事由につき１回に限られ、

同一の取引日において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット

期間延長事由に伴う延長は合計で１回のみとなります。 

＜コミット条項の消滅＞ 

全部コミット期間中において、コミット期間延長事由が 40 回を超えて発生した場合、全部

コミットメントに係る割当予定先の義務は消滅します。但し、かかる場合においても、割当予

定先は、その自由な裁量により任意の数の本新株予約権を行使することができます。 

② 行使停止要請 

当社は、当社取締役会決議又は当社取締役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受け

た代表取締役の決定により、割当予定先に対し、本新株予約権の全部の行使を停止する旨の通知（以

下「行使停止要請通知」といいます。）を行うことができます。 

行使停止要請通知において、当社は割当予定先に本新株予約権の権利行使を停止する期間（以下

「行使停止期間」といいます。）を指定します。当社が行使停止要請通知を行った場合には、割当予

定先は、行使停止期間において本新株予約権を一切行使することができません。 

いずれの行使停止期間の開始日も、2025 年４月１日以降の日とし、いずれの行使停止期間の終了

日も、2028 年２月 29 日までとし、いずれの行使停止期間も１年間（毎年４月１日から翌年３月 31

日までの期間をいいます。）あたり累計 120 取引日（それぞれの行使停止期間の開始日も参入するこ

ととします。）を超えることはできません。 

行使停止要請通知につきましては、資金調達を優先する方針でありますが、本新株予約権発行後

の当社の資金需要や市場規模等を勘案して、行使停止要請通知を行う可能性があります。なお、当社
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が行使停止要請通知を行った場合、当社は当該行使停止要請通知を行うことを決定した日にその旨

開示するものとします。 

また、当社は、割当予定先による行使停止要請通知の受領後も、当社取締役会決議又は当社取締

役会の包括委任決議により当社取締役会から委任を受けた代表取締役の決定により、当該通知を撤

回することができます。 

なお、当社が行使停止要請通知の撤回を行った場合、当社は当該撤回の通知がなされた後、撤回

の効力が生じる日までの間に、その旨開示するものとします。 

③ 本新株予約権の譲渡 

本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、

本新株予約権が譲渡された場合でも、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で本第三者割

当契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同

様の内容を約束させるものとする旨が規定されています。 

 

（２）資金調達方法の選択理由 

当社は、今回の資金調達に際し、多様な資金調達手段を検討し、総合的に勘案した結果、本第三者

割当契約に基づく資金調達（以下「本スキーム」といいます。）は、本新株予約権により手元で必要な

資金を高い蓋然性をもって調達できるとともに、一時に大幅な株式価値の希薄化が生じることを抑制

することが可能であり、既存株主の利益に配慮しながら当社の資金ニーズに対応しうる、現時点にお

ける最良の選択であると判断しました。 

 

＜本スキームの特徴＞ 

① コミット期間延長事由が発生しない場合、原則、2027 年３月 31 日までに全部行使（全部コミ

ットメント）され、かかるコミットメントによる行使の蓋然性は高いと考えられること。 

② 本新株予約権の目的である当社普通株式数は 8,000,000 株で一定であるため、株価動向によ

らず、最大増加株式数は限定されていること（2025 年２月 28 日の発行済株式総数 40,330,067

株（総議決権数 403,231 個）に対する最大希薄化率は、19.84％（議決権数ベースで 19.84％））。 

③ 本新株予約権は株価に連動して行使価額が修正され、その行使価額には上限が設定されてい

ないため、株価上昇時には調達金額が増大すること。 

④ 本新株予約権の割当日以降、当社の判断により、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支

払うことで、本新株予約権の全部又は一部を取得することができること。 

⑤ 割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を長期間保有する意思を有

しておらず、また、当社の経営に関与する意図を有していないこと。 

 

＜本スキームのデメリット・留意点＞ 

① 市場環境に応じて、行使完了までには一定の期間が必要となること。 

② 株価が下落した場合、実際の調達額が当初の予定額を下回る可能性があり、さらに、株価が下

限行使価額を下回って推移した場合には調達ができない可能性もあること。 

③ 割当予定先は当社普通株式の長期保有を約していないため、本新株予約権を行使して取得し

た株式を売却することを前提としており、割当予定先による当社普通株式の売却による株価

への影響も一定程度存在すること。 

 

＜他の資金調達方法との比較＞ 

① 公募増資による新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に１株当たり利益の

希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。 

② 株価に連動して転換価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆる「MSCB」）につ

いては、その発行条件及び行使条件等は多様化しているものの、一般的には、転換により交付
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される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了まで転換により交付さ

れる株式総数が確定しないため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること。 

③ 行使価額が修正されない新株予約権については、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享

受できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となること。本新株予約権につ

いては、株価が行使価額を上回って推移した場合であっても、修正条項により、行使価額も株

価の上昇に伴って上昇するため、通常の行使価額が固定されている新株予約権よりも当社に

とって好ましい設計となっていること。 

④ 第三者割当てによる新株の発行は、資金調達が一時に可能となりますが、同時に１株当たり利

益の希薄化をも一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられるこ

と、及び現時点では新株の適当な割当先が存在しないこと。 

⑤ 株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・イシューには、

当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、当社

が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使は株主の決定に委ねられる

ノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューに

ついては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階

にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想される点や時価総額や株式の流

動性による調達額の限界がある点等、適切な資金調達手段ではない可能性があること。また、

ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近２年間において経常赤字を計

上しており、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に規定される上場基準を満たさない

ため、実施することができないこと。 

⑥ 借入れ又は社債による資金調達は、調達金額が負債となるため、財務健全性の低下が見込まれ

ること。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額（差引手取概算額） 

・本新株予約権に係る調達資金 1,537,360 千円 

本新株予約権の払込金額の総額 1,360 千円 

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,536,000 千円 

・発行諸費用の概算額 16,000 千円 

・差引手取概算額 1,521,360 千円 

（注）１．上記差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額

を差し引いた金額です。 

２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新

株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。なお、本新株予約権の行使価額が

修正又は調整された場合には、上記金額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使

期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記

金額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価値算定費用、登記関連費用、有価証券届出書作成費

用等の合計額であります。 

４．発行諸費用の概算額に、消費税等は含まれておりません。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権の発行による資金調達の使途については、以下を予定しております。 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 研究開発資金 1,021 
2026 年１月～ 

2027 年 12 月 

② 運転資金 500 
2026 年１月～ 

2027 年 12 月 

合計 1,521 ― 

（注）１．差引手取概算額については、上記のとおり支出する予定であり、支出時期までの資金管

理については、当社の銀行預金等での安定的な金融資産で運用保管する予定でおります。 

２．本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があり、調達できる資金の額及び

支出予定時期は確定したものではなく、現時点において想定している調達資金の額及び

支出予定時期に変更が生じる可能性があります。調達資金が予定に満たない場合には、

事業計画及び資金計画を見直し対応する他、手許資金の活用や他の方法による資金調達

の実施についても検討する可能性があります。なお、調達資金を充当する優先順位とし

ては、支出時期の早いものより充当する予定であり、予定を上回る調達となった場合に

は、上記①に充当する予定であります。 

 

当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、資金使途につい

ての詳細は以下のとおりです。 

 

① 研究開発資金 

当社は、新規の作用機序に基づいた医薬品候補物質を開発し、アンメット・メディカル・

ニーズ*1の改善を実現する画期的な医薬品を患者さんに送り届けることを目指し、研究開

発活動を推進しております。 

当社の臨床パイプラインは 2024 年２月期に１本から３本に増加しました。急性期脳梗

塞を適応症とする TMS-007（JX10）*2は、提携先である CORXEL が主体となり、グローバル・

スタディとして臨床試験が開始されております。当社は TMS-007 の日本における事業化の

権利を有しており、日本のパートナーとしてこの治験に参加する手続きを進めております。

さらに、TMS-008*3 は急性腎障害を適応症とする第Ⅰ相臨床試験における全ての被験者様

への投与を完了しております。現在、当該試験データの解析を進めており、安全性、忍容

性、薬物動態等を確認した上で、次相開発の方針を決定いたします。JX09*4は、治療抵抗

性又はコントロール不良の高血圧症治療薬候補として CORXEL がオーストラリアにおいて

第Ⅰ相臨床試験を進めており、当社は、CORXEL によるグローバル開発の進捗に応じ、適切

な時期に日本における開発に取り組む方針です。今後、当社は、これら臨床段階にあるパ

イプラインの開発を積極的に進めてまいります。 

また、当社は、新たな sEH 阻害剤の探索研究を含む基礎研究、日本のアカデミアを中心

とする外部の研究機関における研究成果の評価・導入検討に取り組んでおり、2024 年７月

には、脊髄損傷を適応症とする前臨床段階のシーズを北海道大学から導入し、TMS-010 と

してパイプラインに追加しました。当社は、今後もこれらの活動を継続して強固なパイプ

ラインの構築を図ります。 

当社は、今回の調達資金から、今後開始を予定している日本における TMS-007 の第Ⅱ相

／第Ⅲ相臨床試験の費用として 250 百万円（充当予定期間：2026 年１月～2027 年 12 月）

を充当するとともに、現在第Ⅰ相臨床試験のデータ解析を進めている TMS-008 等臨床段階

のパイプラインの今後の開発費用、臨床入りを目指す TMS-010 の GLP 試験費用等をはじめ

とする前臨床段階のパイプライン（今後新たにパイプライン化されるシーズがある場合に

はそれを含みます。）の開発費用、並びに今後新たな開発パイプラインを獲得するための

創薬研究及び外部研究機関の研究成果の評価・導入を推進する費用としての 321 百万円

（充当予定期間：2027 年１月～2027 年 12 月）を加えた研究開発直接費として合計 571 百
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万円（充当予定期間：2026年１月～2027 年 12 月）を、これらの臨床段階、前臨床段階の

パイプラインの開発や、創薬研究及び外部研究機関の研究成果の評価・導入といった当社

の研究開発活動をおこなう研究者等の人件費及びデータサービスの利用料や交通費など

研究開発を実施するための間接経費として 450 百万円（充当予定期間：2026 年１月～2027

年 12 月）を、それぞれ充当する予定であります。 

なお、研究開発直接費の充当時期につきましては、TMS-007の開発費としての充当を2026

年１月から開始し、その他の資金につきましては、2022 年 11 月の調達資金の「創薬研究

及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費」、及び 2024 年１月の資金調達の「創薬

研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費」の充当完了後の充当開始を想定し

ております。 

また、当社は少人数の体制ではありますが、プロジェクトの運営にあたり広く社員が関

与し合い、複眼的にプロジェクトを運営する方法をとっていることから、研究者等の人件

費等の間接経費を各パイプライン等のプロジェクトに賦課する管理は行っておらず、間接

経費をパイプライン等の開発費とは独立して計上しています。 
*1 いまだ有効な治療方法が見つかっていない病気に対する新しい治療薬や治療法への

ニーズ 
*2 プラスミノーゲンの立体構造変化を介した血栓溶解作用と sEH 阻害による抗炎症作

用を併せ持った SMTP（Stachybotrys Microspora Triprenyl Phenol）化合物 
*3 血栓溶解作用がほとんどなく、sEH 阻害による抗炎症作用を有する SMTP 化合物 
*4 治療抵抗性又はコントロール不良の高血圧患者さんの治療を適応症として CORXELが

開発中の医薬品候補物質 

 

② 運転資金 

当社は、研究開発が先行する創薬バイオベンチャーであり、独自の医薬品を開発して上

市することを目指す先行投資の段階にあります。上記①に掲げる研究開発直接費、研究者

の人件費などの研究開発を実施するための間接経費が研究開発費として発生する他に、収

益の源泉となる特許や事業開発関連の活動、管理部門の人件費等の販売費・一般管理費と

して、年間約 300 百万円が発生しております。今回の調達資金から、その一部を当社の運

転資金として充当して財務状況の安定性を担保することにより、当社の事業活動を安定的

に推進する予定であります。 

 

なお、今回の調達資金の充当を開始する直前の 2025 年 12 月までの運転資金につきましては、

これまでの調達資金及び手許資金によって充当する方針であります。また、これまでの調達資金

に合計約 11.7 億円（新規上場時の調達資金 17.2 億円の内 6.0 億円、2024 年１月の第三者割当

時の調達資金 6.7 億円の内 5.7 億円）の未充当額がある中で、今回、新たな資金を調達すること

としたのは、TMS-007 の臨床試験開始にあたり、当面の事業運営に必要な資金を早い段階で調達

して財務基盤を安定させることで、事業の継続性を確保し、臨床試験の遂行に万全を期す必要が

あると判断したものであります。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方 

上記「２．募集の目的及び理由」に記載のとおり、今回調達する資金は今後の当社の中長期的な企

業価値の向上に寄与するもので、かかる資金使途は合理的なものであり、また、今回の資金調達は、中

長期的な企業価値の向上により既存株主の皆様の利益にも資するものと考えております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）発行条件が合理的であると判断した根拠 

当社は、各本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約及び

本覚書に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社赤

坂国際会計（代表取締役：山本顕三、住所：東京都港区元赤坂一丁目１番８号）（以下「赤坂国際会計」
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といいます。）に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項、本第三者割当契約及び本

覚書に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーション

を基礎として、評価基準日（2025 年３月 13 日）の市場環境、当社株式の流動性、当社の資金調達需要、

割当予定先の権利行使行動及び割当予定先の株式保有動向等を考慮した一定の前提（当社の株価（199

円）、当社株式のボラティリティ（79.1％）、予定配当額（０円）、無リスク利子率（0.9％））を置き本

新株予約権の評価を実施しました。 

当社は、赤坂国際会計が上記前提条件を基に算定した本新株予約権の評価額 17 円を参考として、割

当予定先との協議を経て、本新株予約権１個の払込金額を 17 円としました。 

また、本新株予約権の当初行使価額は、192 円に設定されており、その後、本新株予約権の行使価額

は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の終値の 96％に相当する金額に修正されま

す。また、本新株予約権の行使価額は下限行使価額である 100 円を下回ることはありません。そのた

め、本新株予約権の行使価額は、下記「11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（３）最近の株価の状況 ②最近６か月間の状況」及び「③発行決議日前取引日における株価」に記載

の最近６ヶ月間及び発行決議日直前取引日の当社株価と比べて過度に低い水準となることはなく、か

かる行使価額に照らしても、本新株予約権の払込金額は適正な価額であると考えております。 

当社監査役４名（社外監査役：３名）も、赤坂国際会計は当社と顧問契約関係になく、当社経営陣

から一定程度独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立場で評価を

行っていること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提

条件等に関して赤坂国際会計から説明又は提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的な

ものであると判断できることに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評

価額と同額で設定されていることから、かかる払込金額が割当予定先に特に有利でないとする取締役

の判断につき、法令に違反する重大な事実は認められないと判断しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の資金調達により、2025 年２月 28 日現在の発行済株式総数 40,330,067 株（総議決権数 403,231

個）に対して最大 19.84％（議決権数ベースで最大 19.84％）の希薄化が生じます。 

しかしながら、今回の資金調達により、上記「２．募集の目的及び理由」及び「５．資金使途の合

理性に関する考え方」に記載のとおり、当社の事業基盤を強化・拡大し、中長期的な企業価値の増大を

目指していくこととしており、今回の資金調達はそれに伴う希薄化を考慮しても既存株主の株式価値

向上に寄与するものと考えられ、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると当社は判断しま

した。 

なお、本新株予約権の目的である当社普通株式数の 8,000,000 株に対し、当社普通株式の過去６ヶ

月間における１日当たり平均出来高は 1,108,946 株であり、一定の流動性を有していることから、本

新株予約権の発行は、市場に過度の影響を与える規模ではなく、希薄化の規模も合理的であると判断

しました。 

 

７．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 グロース・キャピタル株式会社 

（２） 所 在 地 東京都港区南青山三丁目８番 40 号青山センタービル２Ｆ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 嶺井 政人 

 

（４） 事 業 内 容 

① 投資業 

② マーケティング支援業務 

③ 成長支援のコンサルティング等 

（５） 資 本 金 3,000 万円 

（６） 設 立 年 月 日 2019 年４月１日 

（７） 発 行 済 株 式 数 3,000 株 
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（８） 決 算 期 ３月 31 日 

（９） 従 業 員 数 ４名 

（10） 主 要 取 引 先 － 

（11） 主 要 取 引 銀 行 株式会社みずほ銀行 

（12） 大株主及び持株比率 嶺井 政人 100％ 

（13） 当 事 会 社 間 の 関 係  

 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

 
人 的 関 係 該当事項はありません。 

 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

 関 連 当 事 者 へ の 
該 当 状 況 

該当事項はありません。 

（14） 最近３年間の経営成績及び財政状態 （単位：千円） 

決 算 期 2022 年３月期 2023 年３月期 2024 年３月期 

純 資 産 56,087 151,374 284,823 

総 資 産 581,998 730,521 991,903 

（注）当社は、割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約において、割当予定先から、同

社並びに同社の役員及び従業員が反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢力と何らの関係ない

旨の表明保証を受ける予定です。さらに、割当予定先及び同社の役員について、反社会的勢力

であるか否か、並びに割当予定先及び同社の役員が反社会的勢力と何らかの関係を有している

か否かについて、独自に専門の第三者調査機関である株式会社セキュリティー＆リサーチ（代

表取締役：羽田寿次、本社：東京都港区赤坂二丁目１６番６号）に調査を依頼し、2024 年 12 月

13 日に調査報告書を受領いたしました。当該調査報告書において、割当予定先及び同社の役員

が反社会的勢力である、又は割当予定先及び同社の役員が反社会的勢力と何らかの関係を有し

ている旨の報告はありませんでした。以上により、当社は、割当予定先及び同社の役員が反社

会的勢力と一切の関係がないと判断し、これに係る確認書を東京証券取引所に提出しておりま

す。 

また、割当予定先は非上場の会社であり、経営成績及び財政状態については、決算公告におい

て公表されている事項（但し、当期純利益は決算公告を参照）を除いて開示の同意が得られて

いないため、記載しておりません。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

当社はこれまでも、事業の進捗を図るため必要となる資本性及び負債性の調達手法について、当社

にとって最良の資金調達手法やタイミングについて検討しており、複数の証券会社等との協議・交渉

を進めてまいりました。そのような中で、当社は 2024 年８月頃から具体的な検討を開始し、複数社か

らの提案を慎重に比較検討し、割当予定先からの提案が当社にとって最も望ましいとの判断に至りま

した。具体的には、上記「３．資金調達方法の概要及び選択理由（２）資金調達方法の選択理由」に記

載のとおり検討した結果、割当予定先より提案を受けた本スキームが既存株主の利益に配慮しながら

当社の資金調達ニーズを充たす最適なファイナンス手法であると判断いたしました。 

また、同社は、2019 年４月に、代表取締役の嶺井政人氏により設立された、東京に拠点を置く投資

事業を目的とした株式会社であり、本新株予約権の発行と同様の資金調達に関する豊富な経験を有し
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ていること、同社は本新株予約権の行使により取得する当社株式の売却方法として、株価に対する影

響に配慮しつつ執行することを想定していること、同社が多くの上場ベンチャー企業の成長を支援し

ていること等を総合的に勘案した結果、同社は当社の経営方針を理解した上で、本件の資金調達を提

案したものであり、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できると判断

いたしました。 

このような検討を経て、当社は、2025 年３月 14 日開催の取締役会決議において同社を割当予定先

とする第三者割当の方法による本新株予約権の発行を行うことといたしました。 

 

（３）割当予定先の保有方針及び行使制限措置 

本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、継続保有及び預託に関する取り決めはありま

せん。また、本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である

旨が定められています。 

割当予定先は、本新株予約権の行使により取得する当社株式を長期間保有する意思を有しておらず、

取得した当社株式については速やかに売却する予定である旨の口頭での報告を受けております。 

また、当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び同施行規則第 436 条

第１項から第５項までの定めに基づき、割当予定先と締結する本第三者割当契約において、原則とし

て、単一暦月中に MSCB 等（同規則に定める意味を有します。以下同じ。）の買受人の行使により取得さ

れる株式数が、MSCB 等の払込日時点における上場株式数の 10％を超える場合には、当該 10％を超える

部分に係る転換又は行使を制限するよう措置（割当予定先が本新株予約権を第三者に売却する場合及

びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該

10％を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含みます。）を講じる予

定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当予定先との間で締結する予定の本第三者割当契約において、割当予定先が払込みに

要する十分な財産を保有する旨の表明保証を受ける予定です。また、当社は、割当予定先から、割当

予定先の取引銀行が発行する 2025 年１月 31 日付の残高証明書を受領しており、割当予定先に割り

当てられる本新株予約権の発行に係る払込みに十分な現預金残高を有することを確認しております。

なお、当社は、割当予定先から、割当予定先と割当予定先の代表取締役嶺井政人氏との間で締結され

た金銭消費貸借契約書（借入期間：2024 年４月１日から 2025 年３月 31 日まで。なお、2025 年４月

１日に１年間更新予定である旨割当予定先より確認しております。）を受領しており、当該現預金残

高は、嶺井政人氏からの融資による資金でまかなわれていること、現時点で当社株式が担保になっ

ていない（担保請求権はあり）ことを確認しており、その貸付原資は同氏の自己資金であることを口

頭で確認しております。また、本新株予約権の行使にあたっては、割当予定先は、基本的に本新株予

約権の行使を行い、行使により取得した株式を売却することにより資金を回収するという行為を繰

り返して行うことが予定されているため、一時に大量の資金が必要になることはないことから、割

当予定先は本新株予約権の行使にあたっても十分な資金を有していると判断しております。 

 

（５）株券貸借に関する契約 

当社並びに当社の役員、役員関係者及び大株主は、割当予定先との間において、株券貸借に関わる契

約を締結する予定はありません。 

 

（６）ロックアップ 

当社は、本第三者割当契約において、本第三者割当契約の締結日以降、行使期間の末日（2028 年３

月 31 日）までの間、割当予定先が未行使の本新株予約権を有する限り、割当予定先の事前の書面によ

る承諾なく、その保有者に当社の普通株式を取得する権利を与えることを内容とする当社が発行者と

なる証券等であって、当該証券等の発行後、当該証券等における当社の普通株式の取得に係る行使価
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額又は転換価額等が当社の普通株式の株価に連動して修正されるものの発行及び募集を行わない旨合

意する予定です。 

 

８．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（2025 年２月 28 日現在） 

氏名 持株数（株） 持株比率 

大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 4,107,920 10.18％ 

ＭＳＣＯ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 

（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式

会社） 

3,659,487 9.07％ 

ＴＨＶＰ－１号投資事業有限責任組合 2,845,960 7.05％ 

株式会社新日本科学 1,433,320 3.55％ 

山本 哲郎 925,000 2.29％ 

蓮見 惠司 804,000 1.99％ 

ニッセイ・キャピタル９号投資事業有限責任組合 664,380 1.64％ 

ＯＣＰ１号投資事業有限責任組合 619,500 1.53％ 

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ Ｆ

ＯＲ ＰＲＩＭＥ ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ ＣＬＥＡＲＡＮ

ＣＥ ＡＣＣ ＦＯＲ ＴＨＩＲＤ ＰＡＲＴＹ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

600,000 1.48％ 

楽天証券株式会社 530,500 1.31％ 

（注）１．本新株予約権の募集分については長期保有を約していないため、本新株予約権の募集に

係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。 

２．「持株比率」は、小数点以下第３位を切り捨てて算出しております。 

３．2024 年２月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アールティー

ダブリュー・インベストメンツ・リミテッドパートナーシップ（RTW Investments,LP）

が 2024 年１月 31 日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社

として 2025 年２月 28 日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大

株主の状況には含めておりません。 

なお、当該報告書の内容は以下のとおりです。 

氏名又は名称 

 

住所 保有株券等の数

（株） 

株券等保有

割合（％） 

アールティーダブリュー・

インベストメンツ・リミテ

ッドパートナーシップ 

（RTW Investments,LP） 

アメリカ合衆国、

ニューヨーク州

10014、 

ニューヨーク、40・

10 番街、７階 

3,659,487 9.09 

 

９．今後の見通し 

今回の資金調達による 2025 年 12 月期（注）の当社の業績に与える影響は軽微であります。 

また、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は適時適切に開

示いたします。 

（注）2025 年 12 月期については、2025 年５月下旬開催予定の定時株主総会における定款変更決議を

経て、2025 年３月１日から 2025 年 12 月 31 日までの 10 か月間となる予定です。 
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10．企業行動規範上の手続き 

本新株予約権の発行規模は、「６．発行条件等の合理性（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合

理的であると判断した根拠」に記載のとおりであり、2025 年２月 28 日現在の総議決権数に対して最大

19.84％の希薄化が生じます。このため、①希薄化率が 25％未満であること、②支配株主の異動を伴う

ものでないこと（本新株予約権全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれる

ものではないこと）から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める経営者から一

定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の入手並びに株主の意思確認手

続きは要しません。 

 

11．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績 （単位：千円） 

 2022 年２月期 2023 年２月期 2024 年２月期 

営 業 収 益 1,946,520 ― ― 

営業利益又は営業損失（△） 1,135,635 △520,149 △943,253 

経常利益又は経常損失（△） 1,079,304 △861,471 △943,395 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,076,859 △860,925 △960,040 

１株当たり純資産額（円） 74.10 101.55 85.48 

１ 株 当 た り 配 当 額 （ 円 ） ― ― ― 

１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失（△）（円） 
53.36 △25.28 △26.02 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2025 年２月 28 日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 40,330,067 株 100.0％ 

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
2,344,080 株 5.8％ 

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
― ― 

（注）上記潜在株式総数はストックオプションによるものです。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2023 年２月期 2024 年２月期 2025 年２月期 

始  値 919 円 620 円 349 円 

高  値 1,188 円 629 円 353 円 

安  値 514 円 159 円 137 円 

終  値 620 円 325 円 205 円 

（注）当社は、2022 年 11月 22 日に東京証券取引所グロース市場に上場しており、2023 年２月期の

株価は上場日以降の株価を記載しております。 
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② 最近６か月間の状況 

 
2024 年 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

2025 年 

１月 

 

２月 

 

３月 

始  値 193 円 191 円 220 円 217 円 260 円 206 円 

高  値 205 円 229 円 225 円 270 円 314 円 211 円 

安  値 163 円 183 円 202 円 198 円 201 円 197 円 

終  値 196 円 224 円 218 円 258 円 205 円 199 円 

（注）2025 年３月の株価については、2025 年３月 13日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前取引日における株価 

 2025 年３月 13 日 

始  値 199 円 

高  値 203 円 

安  値 199 円 

終  値 199 円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

① 公募増資（新規上場時） 

払 込 期 日 2022 年 11 月 21 日 

資 金 調 達 の 額 1,727 百万円（差引手取金額） 

引 受 価 額 616.40 円 

募集時における発行済株式数 33,102,080 株 

募集後における発行済株式数 36,534,880 株 

発行時における当初の資金使途 
創薬研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費 

研究開発人件費、諸経費等の研究開発経費 

発行時における支出予定時期 2022 年 11 月～2026 年２月 

現時点における資金の充当状況 

2023 年２月期に想定しておりました TMS-008 の非臨床試験費

用の計上時期が一部次年度の支出見込みとなったこと、及びパ

イプライン拡充に向けた外部アセット導入費用が想定を下回

ったこと等から、2023 年２月期における「創薬研究及びパイプ

ラインの開発にかかる研究開発直接費」への充当額が予定を下

回ることとなりました。また、2024 年２月期以降の充当時期の

変動可能性を考慮し、「創薬研究及びパイプラインの開発にか

かる研究開発直接費」への充当予定時期を変更いたしました。

上場時調達資金から「創薬研究及びパイプラインの開発にかか

る研究開発直接費」に充当する資金の合計金額に、変更はござ

いません。 

詳細は、2023 年５月 30 日付で公表した「資金の充当予定時期

の変更に関するお知らせ」をご覧ください。 

なお、創薬研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接

費は、2023 年２月期に 10 百万円、2024 年２月期に 308 百万円、

2025 年２月期に 432 百万円を充当しており、研究開発人件費、

諸経費等の研究開発経費は、2023 年２月期に 35 百万円、2024

年２月期に 171 百万円、2025 年２月期に 171 百万円を充当して

おります。 
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また、現時点において、創薬研究及びパイプラインの開発にか

かる研究開発直接費は、13.2 億円のうち約 7.5 億円を充当して

おり、研究開発人件費、諸経費等の研究開発経費につきまして

は、4.0 億円のうち約 3.7 億円を充当しております。 

 

② 第三者割当による新株式の発行 

割 当 日 2024 年１月 31 日 

発 行 新 株 式 数 普通株式 3,659,487 株 

発 行 価 額 １株につき 187 円 

資 金 調 達 の 額 674,324,069 円（差引手取概算額） 

募 集 又 は 割 当 方 法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、各割当予定先に対して以下のとお

り割り当てます。 

RTW Master Fund, Ltd. 2,083,830 株 

RTW Innovation Master Fund, Ltd. 1,524,886 株 

RTW Biotech Opportunities Ltd 50,771 株 

発 行 新 株 式 数 普通株式 3,659,487 株 

発行時における当初の資金使途 
①創薬研究及びパイプラインの開発にかかる研究開発直接費 

②運転資金 

発行時における支出予定時期 
①2025 年３月～2027 年２月 

②2024 年３月～2026 年２月 

発行時における当初の具体的な 

資 金 使 途 の 充 当 予 定 額 

①500 百万円 

②174 百万円 

現 時 点 に お け る 充 当 状 況 
①－ 

②104 百万円 

 

以 上 
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（別紙） 

株式会社ティムス 

第 10回新株予約権発行要項 

 

１. 新株予約権の名称 

株式会社ティムス第 10回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

 

２. 本新株予約権の払込金額の総額 

金 1,360,000円 

 

３. 申込期日 

2025年３月 31日 

 

４. 割当日及び払込期日 

2025年３月 31日 

 

５. 募集の方法 

第三者割当ての方法により、グロース・キャピタル株式会社（以下「割当先」という。）に全

ての本新株予約権を割り当てる。 

 

６. 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 8,000,000株とする（本

新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は 100 株とす

る｡）。但し、本項第(2)号乃至第(4)号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約

権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行

う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の

端数は切り捨てる。 
調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割等の比率 

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（第９項第(2)号に定義する｡以下同じ。）の調整を

行う場合（但し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、割当株式数は次の算式により

調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る割当株式数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式に

おける調整前行使価額及び調整後行使価額は、第 11項に定める調整前行使価額及び調整後行

使価額とする。 

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式数 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11項第

(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日

と同日とする。 

(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、

本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を

行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必

要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない

場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 
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７. 本新株予約権の総数 

80,000 個 

 

８. 本新株予約権１個当たりの払込金額  

金 17円 

 

９. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当

株式数を乗じた額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保

有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する場

合における株式１株当たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、

192 円とする。但し、行使価額は第 10項又は第 11項に定めるところに従い、修正又は調整さ

れるものとする。 

 

10. 行使価額の修正 

本新株予約権の発行後、行使価額は、第 17 項第(2)号に定める本新株予約権の各行使請求の

効力発生日（以下「決定日」という。）に、決定日の直前取引日（同日に終値がない場合には、

その直前の終値のある取引日をいう。）の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」

という。）における当社普通株式の普通取引の終値の 96％に相当する金額（円位未満小数第２

位まで算出し、小数第２位を切り上げる。）に修正される。但し、本項による算出の結果得ら

れた金額が 100 円（以下「下限行使価額」といい、第 11 項の規定を準用して調整される。）

を下回る場合には、行使価額は下限行使価額とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所

において売買立会が行われる日をいう。 

 

11. 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「行

使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

    
既 発行 

株 式数 ＋ 

交 付 

株 式 数 
× 

１ 株 当 た り の 

払 込 金 額 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

１株当たりの時価 

既発行株式数 ＋ 交付株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。 

① 時価（本項第(4)号②に定義される。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普通株式

を新たに交付する場合（無償割当てによる場合を含む｡）（但し、譲渡制限付株式報酬制度

に基づき株式を交付する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の

行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求で

きる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交

付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする｡）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 普通株式について株式の分割をする場合 
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調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時

価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合（但し、ストックオプション制度に

基づき新株予約権を交付する場合を除く。） 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当

初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込

期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日、新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の場合は割当日、無償割当ての場合は効力発生日とする。）以降これ

を適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その

日の翌日以降これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む｡）の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む｡）に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われてい

る場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。 

⑤ 本項第(2)号①乃至④の各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日

が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当

社の機関の承認を条件としているときには本項第(2)号①乃至④にかかわらず、調整後行使

価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。 

この場合において当該基準日の翌日から当該承認があった日までに、本新株予約権の行使

請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するも

のとする。 

株式数 ＝ （調整前行使価額－調整後行使価額） × 

調整前行使価額により当該期

間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満に

とどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事

由が発生し、行使価額を算出する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調

整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り

捨てるものとする。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が適用される日（但し、本項第(2)号

⑤の場合は基準日）に先立つ 45取引日目に始まる 30連続取引日（終値のない日数を除く｡）

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、

単純平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとす

る。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適

用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社

の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額

調整式で使用する交付株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てら

れる当社普通株式数を含まないものとする｡ 
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(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行

使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行

使価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額

の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を適用する日が第

10項に基づく行使価額の修正が適用される日と一致する場合には、当社は、本新株予約権者

と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。 

(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新

株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額

及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上

記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

 

12. 本新株予約権の行使期間 

割当日から 2028 年３月 31 日まで（以下「行使期間」という。）とする。但し、行使期間の最

終日が銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を最終日とする。 

 

13. その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

 

14. 本新株予約権の取得事由 

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、割当日以降、会社

法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知をしたうえで、当社

取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当

社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得す

る場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社と

なる株式交換若しくは株式移転（以下「組織再編行為」という。）につき当社株主総会で承認

決議した場合、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知

をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権１個当たり払込金額と同

額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

(3) 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若

しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日

又は上場廃止が決定した日から２週間後の日（休業日である場合には、その翌営業日とする。）

に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者（当社を除く｡）の保有する

本新株予約権の全部を取得する。 

(4) 当社は、行使期間の末日に、本新株予約権１個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者

（当社を除く｡）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

 

15. 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 
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16. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額と

し（計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本

金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

 

17. 本新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使する場合、第 12項に定める行使期間中に第 18項記載の行使請求受付

場所に行使請求に必要な事項を通知し、かつ、本新株予約権の行使に際して払込をなすべき

額の全額を現金にて第 19 項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものと

する。 

(2) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 18項記載の行使請求受付場所に対して行使請求に必

要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の

全額が前号に定める口座に入金されたときに発生する。 

 

18. 行使請求受付場所 

東京都府中市府中町一丁目９番地 
株式会社ティムス 管理部 
 

19. 払込取扱場所 

東京都府中市宮西町一丁目６番地の１ 
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 府中支店 
 

20. 新株予約権行使による株式の交付 

当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第

130 条第１項に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該本新株予

約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。 

 

21. 本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項及び割当先との間で締結される予定の第三者割当契約の諸条件を考慮し、一般的

な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を基礎として、当

社の株価、ボラティリティ、予定配当額、無リスク利子率等について一定の前提を置いて評

価した結果を参考に、本新株予約権１個当たりの払込金額を第８項記載のとおりとした。さ

らに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は第９項記載のとおりとし、行使価

額は当初、192円とした。 

 

22. その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場

合には、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社代表取締役

に一任する。 

(3) 上記各項については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。 

以上 
 


